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経
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）

特
定
多
国
籍
企
業
に
よ
る
研
究
開
発
事
業
等
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
（
第
百
七
十
七
回
国
会
閣
法
第

二
六
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
我
が
国
を
取
り
巻
く
国
際
経
済
環
境
の
変
化
等
に
伴
い
、
我
が
国
が
ア
ジ
ア
地
域
そ
の
他
の
地
域
に
お
け
る

国
際
的
な
経
済
活
動
の
拠
点
と
な
る
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
我
が
国
に
お
い
て
新
た
に
研
究
開
発
事
業
及

び
統
括
事
業
を
行
お
う
と
す
る
特
定
多
国
籍
企
業
の
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
特
別
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
定
義「

」

、

（

「

」

。
）

１

特
定
多
国
籍
企
業

と
は

法
人
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
が
所
在
す
る
国
又
は
地
域

以
下

国
等

と
い
う

以
外
の
国
等
に
子
法
人
等
を
設
立
し
て
い
る
法
人
で
あ
っ
て
、
国
際
的
規
模
で
事
業
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
か
つ
、
高
度

な
知
識
又
は
技
術
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
法
人
を
い
う
。

２

「
国
内
関
係
会
社
」
と
は
、
特
定
多
国
籍
企
業
が
総
株
主
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
特

定
多
国
籍
企
業
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
国
内
の
会
社
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
会
社
を
い
う
。
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３

「
研
究
開
発
事
業
」
と
は
、
技
術
革
新
の
進
展
に
即
応
し
た
高
度
な
産
業
技
術
の
研
究
開
発
を
行
う
事
業
の
う
ち
、
新

た
な
事
業
の
創
出
及
び
就
業
の
機
会
の
増
大
を
も
た
ら
す
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を

い
う
。

４

「
統
括
事
業
」
と
は
、
二
以
上
の
法
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
取
得
し
、
又
は
保
有
す
る
こ

と
に
よ
り
、
当
該
二
以
上
の
法
人
が
行
う
事
業
の
方
針
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
当
該
二
以
上
の
法
人
に
対
す
る
出
資
そ

の
他
の
当
該
方
針
の
実
施
を
確
保
す
る
事
業
そ
の
他
の
当
該
二
以
上
の
法
人
が
行
う
事
業
を
統
括
す
る
事
業
の
う
ち
、
新

た
な
事
業
の
創
出
及
び
就
業
の
機
会
の
増
大
を
も
た
ら
す
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を

い
う
。

二
、
基
本
方
針

主
務
大
臣
は
、
特
定
多
国
籍
企
業
に
よ
る
研
究
開
発
事
業
及
び
統
括
事
業
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
を
定
め
、
公
表
す

る
。

三
、
事
業
計
画
の
認
定

我
が
国
に
お
い
て
新
た
に
研
究
開
発
事
業
又
は
統
括
事
業
を
行
う
国
内
関
係
会
社
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
特
定
多
国
籍
企
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業
は
、
研
究
開
発
事
業
計
画
又
は
統
括
事
業
計
画
を
作
成
し
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
て
、
当
該
計
画
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認

定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
特
例
措
置

１

認
定
研
究
開
発
事
業
計
画
又
は
認
定
統
括
事
業
計
画
に
従
っ
て
行
う
国
内
関
係
会
社
の
株
式
等
の
取
得
に
つ
い
て
、
外

国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
規
定
さ
れ
る
事
前
届
出
後
の
不
作
為
期
間
を
三
十
日
か
ら
二
週
間
と
す
る
。

２

中
小
企
業
投
資
育
成
株
式
会
社
は
、
研
究
開
発
事
業
計
画
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
認
定
研
究

開
発
事
業
者
」
と
い
う

）
又
は
統
括
事
業
計
画
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
認
定
統
括
事
業
者
」

。

と
い
う

）
で
あ
る
中
小
企
業
者
が
当
該
計
画
に
従
っ
て
事
業
を
行
う
た
め
に
資
本
金
の
額
が
三
億
円
を
超
え
る
株
式
会

。

社
を
設
立
す
る
際
に
発
行
す
る
株
式
の
引
受
け
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

、

、

３

特
許
庁
長
官
は

認
定
研
究
開
発
事
業
計
画
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
研
究
開
発
事
業
の
成
果
に
係
る
特
許
発
明
に
つ
い
て

当
該
事
業
を
行
う
中
小
企
業
者
が
一
定
の
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
と
き
は
、
特
許
料
及
び
出
願
審
査
請
求
料
の
軽
減
、

免
除
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

認
定
研
究
開
発
事
業
者
又
は
認
定
統
括
事
業
者
が
当
該
計
画
に
従
っ
て
行
う
事
業
に
係
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
租
税
特
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別
措
置
法
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
課
税
の
特
例
の
適
用
が
あ
る
。

５

認
定
研
究
開
発
事
業
者
又
は
認
定
統
括
事
業
者
が
当
該
計
画
に
従
っ
て
設
立
し
た
国
内
関
係
会
社
の
取
締
役
等
が
、
当

該
会
社
を
子
会
社
等
と
す
る
外
国
法
人
か
ら
与
え
ら
れ
た
新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ
り
株
式
の
取
得
を
し
た
場
合
に
お
け

る
経
済
的
利
益
に
つ
い
て
は
、
租
税
特
別
措
置
法
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
課
税
の
特
例
の
適
用
が
あ
る
。

五
、
国
、
地
方
公
共
団
体
の
責
務
等

１

国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機
構
は
、
特
定
多
国
籍
企
業
に
よ
る
研
究
開
発
事
業
及
び
統

括
事
業
を
促
進
す
る
た
め
、
当
該
研
究
開
発
事
業
及
び
統
括
事
業
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
の
事
業
環
境
の
整
備
そ
の
他
必

要
な
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
よ
う
努
め
る
。

２

国
は
、
認
定
研
究
開
発
事
業
者
又
は
認
定
統
括
事
業
者
に
対
し
、
当
該
計
画
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
事
業
の
適
確
な
実
施

に
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
。

六
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


